
長野県高等学校授業料等の徴収に関する規則の一部を改正する規則（案）について 

 

高 校 教 育 課 

 

１ 改正の要旨 

 (1)  授業料の減免について、 個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例

（平成27年12月17日条例第43号）に基づき、個人番号の提供を受ける事務とする。 

 (2)  地方税法の一部改正に伴う減免基準の変更により、課税額を確認する書類及び申請様式を改

める。 

 

２ 改正の理由 

 (1) 個人番号の提供を受ける事務とすることで、減免申請時に課税額を証明する書類の添付が必

要無くなり、申請者の負担が軽減されるため。 

 (2) 指定都市と指定都市を有する都道府県の標準税率の変更に伴い、減免の「著しく生活が困難」

の基準を「市町村民税所得割額」から「道府県民税及び市町村民税所得割額の合算額」へと変

更したため。 

 

３ 改正の内容 

・ 減免申請時の提出書類に「個人番号カードの写し等」を追加する。また、「減免を受けようとす

る年度に係る市町村民税の納税証明書若しくは納税通知書の写し」を「減免を受けようとする

年度に係る住民税の課税証明書、納税通知書若しくは特別徴収税額の通知書の写し」に改める。 

・ 授業料減免に関する調書（様式２号）に道府県民税の欄を追加する。 

 

４ 施 行 日 

平成31年4月1日 







 

 

 
 

 

 


